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事業所 各位 

 

地方独立行政法人 西都児湯医療センター  

                                                                     事務局長  八木 毅   

 

健康診断の胃内視鏡検査について（お知らせ） 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

  

当院の胃内視鏡検査における感染症対策についてお知らせをいたします。 

日本消化器内視鏡学会よりコロナウイルス感染後から内視鏡検査までの空けるべき期間について、提言

がありました。このことを受け、当院では以下の条件を設けることとしました。 

該当される方については、胃内視鏡検査を延期とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

確認方法としましては、健康診断当日、問診の際に当院職員より質問をいたします。問診は、個室で行い

ますので個人情報は保護されております。事前に把握できている方については、健康診断の日程を変更す

るなど、対応いたしますので、ご連絡ください。 

なお、当日お越しいただいた際の健康状態によっては健康診断が受診できないこともございますので、従

業員の皆様には事前に周知をしていただきますと幸いと存じます。 

 

皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いいたします。

何かお気づきのことがございましたら、健康診断室までご連絡ください。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

（文書取扱） 

地方独立行政法人 西都児湯医療センター 

健康診断室 室長   橘林 

電 話：0983-42-1113(代) 

Ｆ Ａ Ｘ：0983-42-5530 

コロナウイルス感染後から 2 ヵ月以上経過していない場合は、胃内視鏡検査は実施できない。 

 


